
※

≪許可申請関係書類≫

1 □ 様式第１号 労働者派遣事業許可有効期間更新申請書

2 □ 様式第３号 労働者派遣事業計画書 ○

3 □ 様式第３号－２ キャリア形成支援制度に関する計画書 ○

□
様式第３号－２の添付資料とし
て(整理用シート）

〔様式第３号－２〕第１面４　キャリアアップに資する教育訓練内容の詳細を記載
派遣予定業務に関する詳細な内容、及びその業務との関連性も含めた各教育訓練項目の具体的な内容

○

4 □ 様式第３号－３ 雇用保険等の被保険者資格取得の状況報告書　※未加入者がいる場合のみ提出 ○

≪添付書類≫

5 □ 定款又は寄付行為 事業目的に『労働者派遣事業』の記載があること ▲

6 □ 履歴事項全部証明書（法人登記） 事業目的に『労働者派遣事業』の記載があること　※山口労働局にて閲覧可能となり省略可 ▲

7 □ 個人情報適正管理規程 派遣元指針第２の１０（２）ハに掲げる事項が含まれていること 〇 ▲

8 納税期における決算書類 ※納税地の所轄税務署長に提出したもの

□ 貸借対照表 最近の事業年度　　　　　　　　　　※更新要件の「財産的基礎」を確認

□ 損益計算書 最近の事業年度

□ 株主資本等変動計算書 最近の事業年度　　　　　　　　　　※持分会社の場合、「社員資本等変動計算書」

9 法人税の確定申告の写し

□ 別表一 ※次葉は不要　

□ 別表四 ※次葉は不要

10 □ 納税証明書 法人税　　その２　所得金額用

11 派遣元責任者に関する書類 ※様式第１号（第２面）記載の派遣元責任者全員分を提出すること

□ 派遣元責任者講習受講証明書の写し 許可の有効期間が満了する日前３年以内の受講証明書に限る 〇

12 □ 就業規則又は労働契約書 ☆キャリア形成の支援に関する規程に以下の記載があること

・教育訓練を実施する

・教育訓練の受講時間を労働時間として扱い、相当する賃金を支払う

・業務外(eラーニング等）にて教育訓練を行う場合、相当する賃金を払う　　※追加項目

☆雇用管理の適正な体制に関する規程に以下の記載があること

・無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しない

・有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約終了時に労働契約が存続している派
遣労働者については労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しない

・無期雇用派遣労働者又は有期雇用派遣労働者であるが労働契約期間内に労働者派遣
契約が終了した者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき理由
により休業させた場合には、労働基準法２６条に基づく手当を支払う

13 □ 〇 ▲

≪参考資料≫（添付書類と併せて提出）

14 □ 様式第１５号 自己チェックシート　※事業主が内容を理解、確認しチェックすること 

15 □ 事業内容等が確認できるもの 企業パンフレット、ホームページ（会社概要他）の写し等 ▲

16

（暫定的な配慮措置により新規許可或いは許可の更新を受けて労働者派遣事業を行っている者からの申請に限る）

□ 様式第１６号 財産的基礎に関する誓約書

□ 様式第１７号 常時雇用する派遣労働者数の報告について

17 □ 適用除外業務の誓約書 「事業目的」に派遣禁止業務が含まれる場合に提出すること ▲

18 □ 手数料 １事業所ごとに５５,０００円に相当する額の「収入印紙」

《その他注意事項》

・ 会社法人等番号

新規設立法人や連結納税制度を採用している法人の場合は、法人税関係書類他が上記と異なります。

管轄労働局や申請内容により必要書類が異なる場合がございます。

ご不明点は事業主管轄の労働局へお問い合わせ下さい。

様式は、申請時における最新の様式を使用してください。

様式第３号－２　キャリアコンサルティングに関するマニュアル等の有無　が「有」の場合は、その写しを添付してください。

株式会社（特例有限会社含む）以外の法人の場合は、申請書類が一部上記と異なります。

法人登記事項証明書は以下の情報を提供していただくことにより管轄労働局にて確認が可能となります。

正１部

※申請書には貼付せずに、申請書類ともに持参して頂くか、郵送の場合は小袋等に入れ申請書類に同封してください

写し1部

写し２部

正１部 写し1部

正１部 写し1部

正１部 写し1部

正１部 写し１部

写し２部

写し２部

正１部 写し１部

労働者派遣事業【許可有効期間更新申請】に係る提出書類（法人の場合）

　　　▲印は既に提出されているものに変更があった場合のみ提出
　　　　　　　　　　　　　　○印は全ての事業所ごと提出が必要な書類

写し２部

提出部数

法人登記事項証明書につきましては、事業主管轄労働局にて入手可能となりました。

写し２部

正１部

正１部

正１部

正１部

写し２部

写し２部

写し２部

写し２部正１部

正１部 写し１部

写し２部

〇 ▲

写し２部

写し２部

正１部 写し１部

写し２部

写し２部

キャリア形成を念頭においた派遣先の提供のための事務手引き、マニュアル等又は概要の該当箇所の写し

小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置にて申請する場合

・労働契約書添付の場合、派遣
労働者１名分の写し

・就業規則添付の場合、該当箇
所の写し及び労働基準監督署
の受理印があるページの写し
（受理印のページの写しは変更
があった場合のみ添付）


